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は
じ
め
に

　

安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
十
月
二
日
に
発
生
し
た
安
政
江
戸
地
震
。
東
京
湾
の
北

部
を
震
源
と
し
、
地
震
の
規
模
は
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
七
前
後
と
推
定
さ
れ
る
こ
の
地

震
は
、
江
戸
の
人
や
建
物
に
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
。
地
震
直
後
か
ら
、
幕
府

に
よ
る
御
救
い
小
屋
の
設
置
や
富
裕
な
町
人
に
よ
る
施
行
な
ど
、
被
災
者
の
救
済
が

行
わ
れ
、
そ
の
内
容
や
意
義
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
研
究
で
も
、
詳
し
く
分
析
さ
れ

て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
１
。

　

さ
て
、
こ
の
地
震
で
、
と
く
に
被
害
が
大
き
か
っ
た
地
域
の
一
つ
が
深
川
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
の
深
川
島
田
町
（
現
江
東
区
）
に
、
幕
末
に
勘
定
所
御
用
達
も
勤
め
た
江

戸
屈
指
の
大
店
・
鹿
嶋
屋
東
店
（
当
主
は
清
左
衛
門
）
が
あ
っ
た
。
東
店
も
こ
の
地

震
に
よ
っ
て
被
害
を
受
け
つ
つ
も
、
す
ぐ
に
被
災
者
の
救
済
に
乗
り
出
さ
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
が
、
そ
の
規
模
や
内
容
と
は
、
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
。

　

そ
こ
で
、
注
目
し
た
い
の
が
、
東
店
の
資
料
と
し
て
伝
来
し
た
、
安
政
二
年
十
月

「
地
震
并
類
焼
手
当
覚
」
で
あ
る
２
。
安
政
江
戸
地
震
の
発
生
後
程
な
く
東
店
が
行
っ

た
施
行
の
記
録
で
、
東
店
の
施
行
の
規
模
や
内
容
を
詳
し
く
知
り
う
る
、
ほ
と
ん
ど

唯
一
の
資
料
と
い
っ
て
よ
い
。
小
稿
は
、
こ
の
「
地
震
并
類
焼
手
当
覚
」
翻
刻
を
行

う
と
と
も
に
、
そ
の
内
容
紹
介
と
若
干
の
考
察
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
よ
り
、
安
政
江
戸
地
震
後
に
み
ら
れ
た
富
裕
な
町
人
に
よ
る
被
災
者
救
済
の
一

端
に
迫
り
た
い
。
な
お
、
行
論
の
都
合
上
、「
地
震
并
類
焼
手
当
覚
」
の
翻
刻
は
、

本
稿
末
尾
に
掲
げ
て
い
る
の
で
、
適
宜
参
照
願
い
た
い
。

一　
「
地
震
并
類
焼
手
当
覚
」
の
基
本
的
性
格

　

ま
ず
は
、
対
象
と
す
る
「
地
震
并
類
焼
手
当
覚
」（
以
下
、
本
帳
と
す
る
）
と
は
、

ど
の
よ
う
な
資
料
な
の
か
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

本
資
料
の
形
式
は
横
帳
で
、
寸
法
は
縦
一
二
・
四
セ
ン
チ
×
横
三
四
・
二
セ
ン
チ
。

白
紙
を
含
め
、
一
八
丁
か
ら
な
る
記
録
で
あ
る
（
表
紙
と
裏
表
紙
は
除
く
）。

　

表
紙
に
は
「
安
政
二
年
十
月　

日
」
と
あ
り
、日
に
ち
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

十
月
二
三
日
付
の
記
載
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
帳
は
、
安
政
二
年
十
月
二
日
の

地
震
発
生
か
ら
一
か
月
と
経
た
な
い
段
階
で
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
抹
消
部

分
も
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
、
浄
書
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
、
ま
た
、
裏
表
紙
に
楷
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書
で
書
か
れ
た
「
地
震
」
の
二
文
字
は
、
当
時
の
た
だ
な
ら
ぬ
、
不
穏
な
雰
囲
気
を

物
語
る
よ
う
で
あ
る
。

　

本
帳
の
内
容
は
、
鹿
嶋
屋
東
店
と
そ
の
一
門
の
材
木
店
（
後
述
）
が
資
金
を
出
し

て
行
っ
た
被
災
者
へ
の
手
当
の
記
録
で
あ
る
。
お
も
な
内
容
を
整
理
し
て
示
す
と
、

【
表
１
】
の
よ
う
に
な
る
。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
東
店
と
材
木
店
が
被
災
者
に
手
当
と
し
て
支
出
し
た
額
は
、
合

計
金
二
三
八
両
三
分
と
銀
二
匁
五
分
に
な
る
。
本
帳
の
各
所
で
は
、
東
店
や
材
木
店

が
支
出
し
た
手
当
額
の
小
計
（
①
～
㉖
）
が
あ
り
、
こ
れ
ら
を
手
当
の
対
象
に
沿
っ

て
整
理
す
れ
ば
、
お
お
よ
そ
、
七
つ
に
分
け
ら
れ
る
（
表
中
「
手
当
先
に
基
づ
く
区

分
」
欄
の
１
～
７
）。

　

こ
の
う
ち
、「
２　

材
木
店
所
持
屋
敷
家
主
・
住
民
な
ど
へ
の
手
当
」「
３　

東
店
、

材
木
店
と
付
き
合
い
の
あ
る
商
人
・
文
人
な
ど
へ
の
手
当
」
に
区
分
さ
れ
る
手
当
に
、

材
木
店
か
ら
の
支
出
が
認
め
ら
れ
る
。
東
店
と
材
木
店
の
支
出
は
、
用
い
ら
れ
る
金

の
単
位
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
、
東
店
は
両
・
分
・
朱
、
材
木
店
は
疋
に
よ
っ
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
支
出
金
額
が
記
さ
れ
て
い
る
（
本
表
で
は
す
べ
て
、
両
・
分
・
朱
に
、
金

の
単
位
を
ま
と
め
て
い
る
）。
そ
の
た
め
、
区
分
２
の
記
載
は
す
べ
て
疋
、
区
分
３

【表１】安政 2年 10 月「地震并類焼手当覚」の内容

番号
金 銀

手当先に基づく区分
両 分 朱 匁 分

① 45 １ 東店所持屋敷の家主への手当

② 23 2 ２ 材木店所持屋敷家主・住民などへの手当

③ 15 1 2 5
３  東店、材木店と付き合いのある商人・文人な

どへの手当

④ 2

４ 東店所持屋敷住民への手当

⑤ 5 2

⑥ 4 1

⑦ 1

⑧ 2 2

⑨ 1 3

⑩ 2 2

⑪ 3

⑫ 1 2

⑬ 1

⑭ 1

⑮ 14 1
５ 東店に尽力する職人らへの心付

⑯ 12

⑰ 11 1

６ 東店「出入之者」への手当

⑱ 3 3

⑲ 3 2

⑳ 1

㉑ 1 2

㉒ 3

㉓ 1 1

㉔ 4 2

㉕ 5 2

㉖ 73 2 ７ 平野甚四郎ら町名主四名の支配町への手当

合計 238 3 2 5
＊安政２年 10 月「地震并類焼手当覚」（98002525）より作成。
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で
は
、
両
・
分
・
朱
と
疋
の
、
両
方
の
単
位
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

材
木
店
は
、
文
化
十
五
年
（
一
八
一
八
）
三
月
に
、
霊
岸
島
四
日
市
町
（
現
中
央

区
）
の
鹿
嶋
屋
本
店
か
ら
別
家
し
て
成
立
し
た
家
で
、
材
木
問
屋
を
営
ん
だ
。
東
店

の
成
立
後
は
そ
の
一
門
を
構
成
し
、
屋
敷
も
東
店
の
近
く
に
あ
っ
た
３
。
一
門
を
構

成
し
て
い
た
他
の
店
の
動
向
は
不
明
で
あ
る
が
、
地
震
の
発
生
か
ら
程
な
く
、
東
店

と
材
木
店
が
被
災
者
の
救
済
に
乗
り
出
し
た
。
本
帳
は
、
そ
の
内
容
を
詳
し
く
知
る

こ
と
が
で
き
る
、
貴
重
な
記
録
な
の
で
あ
る
。

二　

手
当
の
内
容

　

そ
れ
で
は
、
地
震
発
生
を
受
け
て
東
店
や
材
木
店
が
行
っ
た
各
所
へ
の
手
当
の
内

容
を
、
前
述
の
区
分
に
沿
っ
て
み
て
い
こ
う
。

１　

東
店
所
持
屋
敷
の
家
主
へ
の
手
当

　

地
震
後
、
東
店
は
、
自
ら
の
抱
屋
敷
を
管
理
す
る
家
主
（
資
料
上
は
「
家
守
」
の

【表２】東店による家主への手当

No. 所在 名前
金

符丁 備考
両 分

1 永代寺門前町 七三郎 2

2 山本町 新右衛門 2

3 （永代寺門前町） 久蔵 2 朱雀・玄亀像箱書より比定

4 （山本町） 金平 2 雌獅子頭箱書より比定

5 （東仲町） 治助 2 雌獅子頭箱書より比定

6 （山本町） 国太郎 3 雌獅子頭箱書より比定

7 （六間堀） 幸太郎 3 雌獅子頭箱書より比定

8 （居付家主） 熊吉 2 朱雀・玄亀像箱書より比定

9 平三良 2

10 傳兵衛 2

11 （居付家主） 善八 2 朱雀・玄亀像箱書より比定

12 仲町 金之介 3

13 常盤町 徳蔵 3 ヤ

14 柴井町 平助 3 ヤ

15 猿若町三町目 甚右衛門 2 ヤ 他所地面住居半潰

16 田原町 萬次郎 3 ハ中

17 小網町 平右衛門 3 ハ中

18 室町弐丁目 又兵衛 3 ハ中

19 新網町 卯助 3 ハ中

20 新両替町 嘉一郎 2 ハ小

21 駿河町 冨右衛門 3 ハ中

22 元数奇屋町 卯兵衛 2 ハ小

23 堀江三丁目 辰四郎 2 ハ小

24 高砂町 新七 2 ハ小

25 元数奇屋町 彦八 3 ハ中

26 尾張町 源兵衛 2 ハ小

27 按針町 元右衛門 2 ハ小

28 堀江四丁目 万兵衛 2 ハ小

29 堀江四丁目 卯之助 2 ハ小

30 堀江四丁目 伊助 2 ハ小

31 堀江弐丁目 米次郎 2 ハ小

32 室（町ヌケカ）壱丁目 源次郎 2 ハ小

合計 45

〈典拠〉
・弘化 5 年 2 月「四神像 朱雀」（98002292）、同「四神像 朱雀」（98002294）箱書
・安政 2 年 10 月「地震并類焼手当覚」（98002525）
・安政 5 年 3 月「雌獅子（獅子頭）」（98002313）箱書
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表
記
も
み
ら
れ
る
が
、以
下
、「
家
主
」
で
統
一
）
た
ち
に
手
当
金
を
支
給
し
て
い
る
。

そ
の
内
容
を
示
し
た
【
表
２
】
に
よ
れ
ば
、
三
二
名
の
家
主
た
ち
に
対
し
、
金
額
は

合
計
四
五
両
で
あ
っ
た
。

　
【
表
２
】
の
家
主
ら
が
管
理
す
る
東
店
の
所
持
屋
敷
の
所
在
は
、
二
例
ほ
ど
不
明

な
も
の
を
除
け
ば
、
ほ
ぼ
判
明
す
る
。
Ｎ
ｏ
．
８
と
11
の
居
付
家
主
熊
吉
・
善
八
が

深
川
島
田
町
の
屋
敷
を
管
理
し
て
い
た
と
す
る
と
、
東
店
の
所
持
屋
敷
は
二
二
か
所

ほ
ど
に
分
布
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

家
主
の
数
三
二
名
、
所
持
屋
敷
の
所
在
二
二
か
所
、
と
い
う
数
字
は
、
弘
化
五
年

（
一
八
四
八
）や
安
政
五
年（
一
八
五
八
）時
点
で
の
も
の
と
近
似
す
る
４
。
し
た
が
っ

て
、
東
店
は
、
基
本
的
に
全
て
の
所
持
屋
敷
と
こ
れ
を
管
理
す
る
家
主
ら
に
手
当
を

支
給
し
た
と
解
し
て
大
過
な
い
だ
ろ
う
。

　

家
主
ら
に
支
給
さ
れ
る
金
額
は
、
二
両
か
三
両
、
あ
る
い
は
二
分
か
三
分
で
あ
り
、

均
一
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
違
い
が
何
に
基
づ
く
の
は
判
然
と
し
な
い

が
、
本
帳
の
符
丁
（
の
よ
う
な
記
載
）
と
関
係
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
と
く
に
、
金

二
分
は
「
ハ
小
」、
金
三
分
は
「
ハ
中
」
と
い
っ
た
符
丁
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

ぞ
れ
の
符
丁
の
意
味
、
ま
た
符
丁
が
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
ど
う
理
解
す
べ
き
か
、

と
い
っ
た
点
は
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

２　

材
木
店
所
持
屋
敷
家
主
・
住
民
な
ど
へ
の
手
当

　

材
木
店
で
も
、
自
ら
の
所
持
屋
敷
の
家
主
や
住
民
な
ど
へ
の
手
当
が
み
ら
れ
た
。

　

材
木
店
の
所
持
屋
敷
に
つ
い
て
知
ら
れ
る
資
料
は
限
ら
れ
る
が
、
弘
化
五
年
段
階

で
は
少
な
く
と
も
、
九
名
の
家
主
が
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
の
管
理
す
る
材

木
店
の
抱
屋
敷
も
九
か
所
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
５
。
本
帳
の
当
該
区
分

で
は
、
一
三
名
ほ
ど
の
家
主
が
確
認
さ
れ
、「
入
舟
町　

家
主
」
と
肩
書
さ
れ
た
青

吉
を
除
く
と
、管
理
す
る
屋
敷
の
所
在
に
つ
い
て
の
記
載
は
み
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、

弘
化
五
年
以
来
の
家
主
三
名
に
つ
い
て
は
、彼
が
管
理
す
る
屋
敷
の
所
在
が
知
ら
れ
、

家
主
重
五
郎
は
入
船
町
、
同
傳
八
は
駒
込
肴
町
、
同
源
兵
衛
（
本
帳
で
は
同
名
の
家

主
が
二
名
確
認
で
き
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
か
）
は
小
伝
馬
町
と
な
る
。

　

ま
た
、「
○
○
店
」
と
肩
書
き
の
あ
る
者
は
、
家
主
の
管
理
す
る
屋
敷
の
店
子
で

あ
る
。「
書
役
」
あ
る
い
は
「
大
和
屋
」
の
肩
書
き
の
あ
る
者
も
、
所
属
す
る
家
主

は
不
明
な
が
ら
、
や
は
り
同
様
に
材
木
店
の
所
持
屋
敷
の
住
民
と
考
え
ら
れ
る
。
肩

書
き
の
な
い
者
に
つ
い
て
の
判
断
は
難
し
い
が
、
屋
敷
の
住
民
、
も
し
く
は
材
木
店

の
奉
公
人
な
ど
の
可
能
性
を
ひ
と
ま
ず
は
指
摘
し
て
お
く
。

　

こ
こ
ま
で
の
手
当
金
の
額
は
、
材
木
店
の
支
出
で
あ
り
、
疋
が
単
位
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
疋
と
一
〇
〇
疋
の
二
種
類
が
認
め
ら
れ
、
後
者
が
大
部
分
を

占
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
と
く
に
符
丁
の
よ
う
な
記
載
も
な
く
、
こ

の
額
の
差
が
ど
の
よ
う
な
基
準
に
基
づ
い
て
い
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

当
該
区
分
の
末
尾
で
、金
一
〇
〇
疋
ず
つ
が
支
給
さ
れ
て
い
る「
木
場
番
人
」庄
助
、

「
入
船
町
番
人
」
彦
十
、「
木
ば
（
場
）」
茂
八
の
三
名
は
、材
木
店
が
近
隣
の
木
場
町
・

入
船
町
と
い
う
町
組
織
に
支
給
し
た
手
当
の
一
環
と
解
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
材
木
店
は
、
抱
屋
敷
の
家
主
や
住
民
の
ほ
か
、
材
木
店
の
奉
公
人

と
み
ら
れ
る
者
、
ま
た
木
場
町
・
入
船
町
と
い
っ
た
組
織
に
手
当
を
支
給
し
て
い
た
。

３　

東
店
・
材
木
店
と
付
き
合
い
の
あ
る
商
人
・
文
人
な
ど
へ
の
手
当

　

区
分
３
で
は
、
金
の
単
位
が
両
・
歩
・
朱
と
疋
の
二
種
類
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

東
店
が
支
出
し
た
手
当
と
材
木
店
が
支
出
し
た
手
当
の
両
方
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

両
家
か
ら
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
る
者
た
ち
の
素
性
は
多
様
で
あ
り
、
両
家
と
の
関

係
も
特
定
の
範
疇
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
。

　

東
店
か
ら
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
る
者
の
う
ち
、
他
の
資
料
か
ら
名
前
や
屋
号
が

わ
か
る
の
は
、「
桶
辰
」
＝
桶
屋
辰
五
郎
、「
八
百
平
」
＝
八
百
屋
平
蔵
、「
松
本
」

＝
松
本
忠
次
郎
も
し
く
は
久
兵
衛
、「
福
安
」
＝
福
田
屋
安
三
郎
で
、
彼
ら
は
安
政

五
年
に
、
東
店
の
屋
敷
神
で
あ
る
富
永
稲
荷
の
祭
り
に
用
い
ら
れ
る
獅
子
頭
（
雌
雄

一
対
）
の
奉
納
者
に
名
を
連
ね
て
い
る
。「
豆
腐
屋
」
も
獅
子
頭
奉
納
者
で
あ
る
な

ら
ば
、
名
は
喜
三
郎
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。「
蒔
絵
師　

交
玉
」
は
、
原
羊
遊
斎
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の
門
人
の
一
人
と
し
て
知
ら
れ
る
岩
崎
交
玉
で
あ
ろ
う
。
晩
年
、
彼
は
鹿
嶋
屋
本
店

の
清
兵
衛
家
に
召
し
抱
え
ら
れ
る
な
ど
、
鹿
嶋
一
族
と
浅
か
ら
ぬ
関
係
が
あ
っ
た
よ

う
で
あ
る
が
、
安
政
二
年
段
階
で
、
東
店
と
何
ら
か
の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

区
分
３
末
尾
の
「
同
（
平
野
氏
、
引
用
者
補
足
）
手
代
」
の
惣
介
は
、
深
川
島
田
町

な
ど
一
帯
を
管
轄
す
る
町
名
主
・
平
野
甚
四
郎
の
手
代
で
あ
る
。
甚
四
郎
へ
の
手
当

金
は
材
木
店
が
支
出
し
て
い
る
の
で
、
東
店
は
材
木
店
と
分
担
し
て
平
野
家
へ
の
手

当
金
を
支
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
、
材
木
店
か
ら
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
る
者
の
う
ち
、「
島
田
町　

卯
右
衛

門
」
は
、材
木
店
の
所
持
屋
敷
を
管
理
す
る
家
主
で
あ
る
。「
内
藤
様　

定
代
」
と
は
、

延
岡
藩
内
藤
家
の
家
中
の
者
を
指
す
と
み
ら
れ
る
。
内
藤
家
は
、
東
店
か
ら
大
名
貸

し
を
受
け
て
い
た
が
、
材
木
店
と
も
何
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
６
。

「
花
月
堂
」（
花
月
堂
保
寿
）、「
駕
籠
屋
佐
七
」、「
舂
屋
金
兵
衛
」、「
魚
屋
藤
吉
」
は

富
永
稲
荷
に
獅
子
頭
を
奉
納
者
し
た
者
た
ち
で
あ
り
、
材
木
店
も
彼
ら
と
商
売
な
ど

の
関
係
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
平
野
氏
」
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
と
お
り
で

あ
る
。

　

な
お
、
区
分
３
に
は
、
非
人
に
対
す
る
銭
で
の
手
当
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
東
店

と
材
木
店
の
い
ず
れ
が
支
出
し
た
の
か
、
ま
た
両
家
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
現

在
の
と
こ
ろ
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

４　

東
店
所
持
屋
敷
住
民
へ
の
手
当

　

区
分
４
は
、
東
店
が
各
所
で
所
持
し
、
家
主
に
管
理
を
委
ね
て
い
た
所
持
屋
敷
住

民
へ
の
手
当
を
記
す
も
の
で
あ
り
、そ
の
内
容
を
整
理
し
た
も
の
が【
表
３
】で
あ
る
。

　

本
表
に
よ
れ
ば
、
東
店
が
手
当
金
を
支
給
し
た
の
は
、
八
か
所
の
所
持
屋
敷
と
な

り
、
計
八
一
世
帯
と
な
る
。
な
お
、
孫
店
と
は
、
母
屋
に
さ
し
か
け
て
造
っ
た
店
を

指
し
、
仲
町
・
東
仲
町
・
常
盤
町
の
屋
敷
に
は
こ
の
孫
店
が
造
ら
れ
、
そ
こ
に
居
住

す
る
世
帯
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
世
帯
が
居
住
す
る
屋
敷
が
、
地
震
に
よ
っ
て
潰
れ

て
し
ま
っ
た
り
、
火
災
に
あ
っ
た
り
し
た
た
め
、
居
住
者
へ
の
手
当
金
が
地
主
の
東

【表３】東店の所持屋敷住民への手当内訳

No. 所在 家主 被害 救済世帯数
軒

内孫店
軒

手当金
分

計 追加手当

1 （永代寺門前町） 七三郎 潰 2 1 ２分

2 山本町 金平 類焼 22 1 ５両２分

3 山本町 国太郎 類焼 17 1 ４両１分 金１両：周碩老母・伜２名横死につき

4 仲町 金之助 焼 10 3 1 ２両２分

5 東仲町 次助 潰 7 2 1 １両３分

6 （永代寺）門前町 久蔵 潰 10 1 ２両２分

7 常盤町 徳蔵 焼 12 12 1 ３両
金１両２分：由兵衛の妻・女子、計３名横死
につき
金１分：地借留吉難渋の由、家主願いにつき

8 田原町 万次郎 （怪我） 1 1 １分

合　　計 81 軒 23 両

〈註〉
１）安政２年 10 月「地震并類焼手当覚」（98002525）より作成。
２）表中の（　）は筆者による補足。
３）No. ８は万次郎の店子金兵衛の怪我によるもの。単位は人。
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店
か
ら
支
給
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

手
当
金
は
、
原
則
と
し
て
、
各
世
帯
に
金
一
分
ず
つ
で
あ
っ
た
。
各
世
帯
で
、
死

者
が
出
た
場
合
は
、
生
き
残
っ
た
者
に
追
加
で
手
当
金
が
支
給
さ
れ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
家
主
国
太
郎
が
管
理
す
る
山
本
町
の
屋
敷
に
居
住
し
て
い
た
周
碩
は
、
そ
の

母
と
子
の
三
名
が
死
亡
し
た
と
し
て
金
一
両
が
、
ま
た
、
家
主
徳
蔵
が
管
理
す
る
常

盤
町
の
屋
敷
の
孫
店
に
居
住
し
て
い
た
由
兵
衛
は
、
妻
と
娘
の
三
名
が
死
亡
し
た
と

し
て
金
一
両
二
分
が
、
追
加
で
支
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
死
者
一
人
に
つ

き
、
金
二
分
が
追
加
で
支
給
さ
れ
て
い
た
計
算
に
な
る
。
こ
の
ほ
か
、
常
盤
町
の
屋

敷
地
に
地
借
と
し
て
居
住
し
て
い
た
留
吉
が
経
済
的
に
困
難
な
状
況
に
陥
っ
て
い
た

よ
う
で
あ
り
、
家
主
徳
蔵
の
願
い
に
よ
り
、
金
一
分
の
手
当
金
が
留
吉
に
支
給
さ
れ

た
。

　

こ
う
し
て
、
地
震
後
、
東
店
が
被
害
の
出
た
所
持
屋
敷
の
住
民
に
支
給
し
た
手
当

金
額
は
合
計
二
三
両
。
こ
れ
ら
は
、
家
主
を
通
じ
て
各
世
帯
に
渡
さ
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
よ
う
。

５　

東
店
に
尽
力
す
る
職
人
ら
へ
の
心
付

　

区
分
５
は
、
末
尾
に
「
是
は
間
際
ゟ
引
続
骨
折
并
後
精
々
気
を
付
候
様
申
付
候
心

付
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
地
震
発
生
直
後
か
ら
仕
事
に
励
ん
で
き
た
こ
と
、
そ
し
て

今
後
も
精
々
気
を
つ
け
る
よ
う
に
と
の
こ
と
で
、
東
店
か
ら
支
給
さ
れ
た
心
付
が
記

載
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
小
計
が
二
か
所
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
二
度
に
わ
た
っ

て
東
店
か
ら
支
給
さ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

　

心
付
が
支
給
さ
れ
た
の
は
、「
近
江
屋
」
の
屋
号
が
記
さ
れ
た
一
名
を
除
き
、
鳶
・

大
工
・
植
木
屋
・
木
挽
・
建
具
屋
・
石
屋
・
塗
師
・
指
物
師
・
左
官
・
渋
屋
・
経
師
・

畳
屋
・
瓦
師
・
屋
根
屋
と
い
っ
た
肩
書
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
職
人
た
ち
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
ら
は
東
店
に
出
入
し
、
抱
え
ら
れ
て
い
た
職
人
た
ち
で

あ
り
、
地
震
直
後
か
ら
東
店
の
屋
敷
や
関
係
施
設
の
復
旧
に
従
事
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

こ
の
区
分
５
か
ら
、
東
店
が
如
上
の
職
人
た
ち
一
七
名
に
、
合
計
金
二
六
両
一
分

の
心
付
を
支
給
し
て
い
た
こ
と
と
と
も
に
、
地
震
後
の
東
店
の
復
旧
に
従
事
し
た
人

び
と
（
の
一
端
）
が
具
体
的
に
知
ら
れ
る
。

６　

東
店
「
出
入
之
者
」
へ
の
手
当

　

冒
頭
に
「
出
入
之
者
」
と
書
か
れ
た
区
分
６
は
、
ま
さ
に
東
店
を
得
意
先
と
す
る

商
人
や
職
人
、
ま
た
は
東
店
に
お
け
る
婚
礼
な
ど
の
諸
儀
式
に
手
伝
い
に
来
る
人
び

と
へ
の
手
当
の
記
録
と
解
さ
れ
る
。「
○
○
宿
」
と
あ
る
の
は
、
世
帯
に
対
す
る
手

当
で
あ
ろ
う
。
な
お
、「
家
主
」
の
肩
書
を
持
つ
者
な
ど
、「
出
入
之
者
」
に
含
ま
れ

る
の
が
適
当
な
の
か
疑
問
な
者
も
含
ま
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
人
び
と
の

素
性
の
詳
細
は
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

　

こ
う
し
た
、
東
店
の
「
出
入
之
者
」
へ
の
手
当
は
、
金
三
二
両
一
分
で
あ
っ
た
。

７　

町
名
主
四
名
の
支
配
町
へ
の
手
当

　

最
後
の
区
分
７
は
、
四
名
の
町
名
主
ら
が
管
轄
す
る
町
々
に
対
す
る
手
当
金
で
あ

る
。

　

町
名
主
の
四
名
と
は
、
平
野
甚
四
郎
、
津
田
傳
左
衛
門
、
平
野
伊
右
衛
門
、
鹿
塩

久
右
衛
門
で
あ
る
。
嘉
永
二
年
頃
の
記
録
に
よ
る
と
７
、
彼
ら
は
深
川
の
諸
町
を
管

轄
す
る
者
で
あ
り
、
と
り
わ
け
平
野
甚
四
郎
は
、
島
田
町
を
含
め
二
〇
か
町
と
い
う
、

突
出
し
た
数
の
町
々
を
担
当
し
て
い
る
。

　

手
当
金
の
内
訳
を
み
て
い
く
と
、
ま
ず
、
彼
ら
の
管
轄
す
る
町
の
「
即
死
人
」

二
二
一
名
に
対
し
金
一
分
ず
つ
が
、
ま
た
「
怪
我
人
」
一
三
七
名
に
は
金
二
朱
ず
つ

が
支
給
さ
れ
た
。
後
者
の
う
ち
一
二
名
分
は
、
各
町
の
月
行
事
の
「
世
話
料
」
と
し

て
支
給
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

ま
た
、
永
代
寺
門
前
町
（
平
野
伊
右
衛
門
管
轄
）
の
東
店
の
所
持
屋
敷
に
居
住
し

（
家
主
は
久
蔵
）、
地
震
で
潰
れ
の
被
害
に
あ
っ
た
松
蔵
宅
か
ら
人
足
三
名
が
、
お
そ

ら
く
は
復
旧
作
業
の
た
め
「
働
」
に
出
た
こ
と
に
対
し
、
心
付
と
し
て
金
一
分
二
朱

が
支
給
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
復
旧
作
業
や
被
災
者
の
救
済
な
ど
に
尽
力
し
た
と
い
う
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こ
と
で
あ
ろ
う
か
、「
御
褒
美
」
の
挨
拶
と
し
て
名
主
ら
に
金
二
分
、
同
じ
く
手
代

ら
に
金
一
分
が
支
給
さ
れ
た
。

　

こ
の
区
分
７
に
み
る
手
当
金
は
、
東
店
の
経
営
と
の
か
か
わ
り
の
有
無
を
問
わ
な

い
、
居
所
の
深
川
島
田
町
や
周
辺
の
町
の
住
民
を
対
象
と
す
る
点
で
、
区
分
１
～
６

の
手
当
金
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
合
計
七
三
両
二
分
と
な
る
区
分
７
の
手
当
金
は
、

各
町
を
通
じ
て
支
給
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、「
地
震
并
類
焼
手
当
覚
」
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
紹
介
も
兼
ね
て
、
若
干

の
検
討
を
行
っ
た
。
安
政
江
戸
地
震
の
発
生
を
受
け
、
鹿
嶋
屋
東
店
（
や
材
木
店
）

が
実
施
し
た
救
済
の
規
模
と
内
容
を
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と

考
え
る
。

　

経
営
面
で
の
関
係
が
あ
る
者
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
そ
う
で
な
い
者
も
含
め
た
深
川

島
田
町
や
周
辺
へ
の
手
当
金
の
支
給
は
、
深
川
の
大
店
で
あ
る
東
店
の
社
会
的
立
場

に
、
ひ
と
ま
ず
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
帳
に

記
さ
れ
た
、
合
計
金
二
三
八
両
三
分
と
銀
二
匁
五
分
と
い
う
手
当
金
の
額
が
、
東
店

の
経
営
規
模
に
比
し
て
、
決
し
て
高
額
で
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

先
行
研
究
で
言
及
さ
れ
て
い
る
、
深
川
木
場
町
の
家
持
の
和
助
と
い
う
者
の
施
行
高

は
五
四
七
両
で
あ
る
８
。

　

小
稿
で
は
、
東
店
に
よ
る
施
行
の
規
模
や
内
容
の
解
明
に
終
始
し
た
が
、
他
の
富

裕
町
人
の
施
行
と
の
比
較
を
踏
ま
え
、
そ
の
意
味
を
探
る
こ
と
は
、
今
後
の
課
題
と

し
た
い
。

【
註
】

１　

安
政
江
戸
地
震
を
め
ぐ
る
研
究
は
分
厚
い
蓄
積
が
あ
る
が
、
近
年
の
も
の
と
し
て
、
東
京
都

江
戸
東
京
博
物
館
都
市
歴
史
研
究
室
編
『
東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
調
査
報
告
第
一
〇
集　

関
東
大
震
災
と
安
政
江
戸
地
震
』（
東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
・
東
京
都
歴
史
文
化
財
団
、

二
〇
〇
〇
年
）、
新
田
太
郎
・
北
原
糸
子
「
災
害
史
に
お
け
る
時
間
認
識
と
空
間
認
識
」（
江

戸
遺
跡
研
究
会
編
『
災
害
と
江
戸
時
代
』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
）、
滝
口
正
哉
「
安

政
江
戸
地
震
」（
北
原
他
編
『
日
本
歴
史
災
害
事
典
』
吉
川
弘
文
館
、二
〇
一
二
年
）、北
原
『
地

震
の
社
会
史
』（
吉
川
弘
文
館
、二
〇
一
三
年
、原
著
は
『
安
政
大
地
震
と
民
衆
』
三
一
書
房
、

一
九
八
三
年
）
な
ど
を
挙
げ
て
お
く
。
と
く
に
北
原
著
書
で
は
、
地
震
後
の
被
災
者
救
済
に

つ
い
て
詳
述
し
て
い
る
。

２　

東
京
都
江
戸
博
物
館
所
蔵
、
九
八
〇
〇
二
五
二
五
。
以
下
、
当
館
所
蔵
資
料
は
、
資
料
番
号

の
み
を
記
す
。

３　

材
木
店
の
成
立
経
緯
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
鹿
嶋
屋
東
店
の
成
立
と
展
開
」（『
東
京
都
江
戸

東
京
博
物
館
紀
要
』
第
十
号
、
二
〇
二
〇
年
）、
同
「
鹿
嶋
屋
東
店
の
慶
事
」（『
東
京
都
江

戸
東
京
博
物
館
紀
要
』
第
十
一
号
、
二
〇
二
一
年
）
を
参
照
。

４　

前
掲
拙
稿
「
鹿
嶋
屋
東
店
の
成
立
と
展
開
」。

５　

拙
稿
「
鹿
嶋
屋
東
店
と
富
永
稲
荷
」（『
特
別
展　

大
江
戸
の
華
―
武
家
の
儀
礼
と
商
家
の

祭
―
』
展
示
図
録
、
東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
、
二
〇
二
一
年
）。

６　

前
掲
拙
稿
「
鹿
嶋
屋
東
店
の
成
立
と
展
開
」。

７　
「
重
宝
録
」
第
十
冊
（『
東
京
市
史
稿
』
市
街
編
第
四
二
、
東
京
都
、
一
九
五
五
年
）。

８　

前
掲
北
原
著
書
。
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【
資
料
翻
刻
】

　
　

＊
凡
例

　
　
　

・ 

資
料
中
の
【
１
】
な
ど
の
番
号
は
、翻
刻
者
が
内
容
に
沿
っ
て
付
し
た
区
分
で
、【
表
１
】

「
手
当
先
に
基
づ
く
区
分
」
と
一
致
す
る
。

　
　
　

・
丁
数
を
（　

）
で
補
っ
た
。
各
丁
の
表
裏
の
区
切
り
は　

」　

で
示
し
た
。

　
　
　

・
適
宜
、
常
用
漢
字
に
改
め
、
体
裁
を
変
更
し
た
。

（
表
紙
）

　

「

　
　
　

安
政
二
卯
年

　
　

地
震
并
類
焼
手
当
覚

　
　
　

十
月　

日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

【
１
】

（
一
丁
目
）

　

一
、
金
弐
両
也

　
　

右
御
手
当
有
難
慥
受
取
申
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　

永
代
寺
門
前
町

　
　
　
　
　
　
　
　

家
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
三
郎

　

一
、
金
弐
両
也

　
　

右
御
手
当
有
難
慥
受
取
申
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　

山
本
町

　
　
　
　
　
　
　

家
守

　
　
　
　
　
　
　
　

新
右
衛
門

　

一
、
金
弐
両
也　
　

久
蔵

　

一
、
金
弐
両
也　
　

金
平

　

一
、
金
弐
両
也　
　

治
助

　

一
、
金
三
両
也　
　

国
太
郎

　

一
、
金
三
両　
　
　

幸
太
郎　

」

（
以
下
、
抹
消
）

　

大
破
分　
　
　
　

頭

　
　

金
弐
分　
　
　
　

吉
五
郎

　

同　
　
　
　
　
　

植
木
屋

　
　

金
弐
分　
　
　
　

安
五
郎

　

潰
れ　
　
　
　
　

廻
（
カ
）
し
師

　
　

金
三
分　
　
　
　

時
治
郎

　

類
焼　
　
　
　
　

指
物
屋

　
　

金
壱
両　
　
　
　

庄
治
郎

　

同　
　
　
　
　
　

家
根
屋

　
　

金
壱
両　
　
　
　

三
右
衛
門

　

同　
　
　
　
　
　

近
江
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
兵
衛

　

潰
れ
妻
子
即
死　

魚
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
吉

　

潰
れ
父
即
死

　
　
　
　
　
　
　
　
　

豆
腐
屋

　

潰
れ

　
　

金
弐
分　
　
　
　

福
安
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同

　
　

金
弐
分　
　
　
　

八
百
平

　

同

　
　

金
弐
分　
　
　
　

松
本

（
二
丁
目
）　

木
ば

　
　
　
　
　
　
　
　

平
三
郎

（
抹
消
以
上
ま
で
）
傳
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　

熊
吉　

」

　

一
、
金
弐
両
也　
　
　
　

熊
吉

　

一
、
金
弐
両
也　
　
　
　

平
三
良

　

一
、
金
弐
両
也　
　
　
　

徳
（
カ
）
兵
衛

　

一
、
金
弐
両
也　
　
　
　

善
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　

仲
町

　

一
、
金
三
両　
　
　
　
　

金
之
介

　
　
　
　
　
　

ヤ　
　

常
盤
町

　

一
、
金
三
両　
　
　
　
　

徳
蔵

　
　
　
　
　
　

ヤ　
　

柴
井
町

　

一
、
金
三
両　
　
　
　
　

平
助

　
　
　
　
　
　

ヤ
他
所
地
面
住
居
半
潰　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

猿
若
町
三
町
目　

　

一
、
金
弐
両　
　
　
　
　

甚
右
衛
門

　
　
　
　
　
　

ハ
中　

田
原
町

　

一
、
金
三
分　
　
　
　
　

萬
次
郎

　
　
　
　
　
　

ハ
中　

小
網
町

　

一
、
金
三
分　
　
　
　
　

平
右
衛
門

　
　
　
　
　
　

ハ
中　

室
町
弐
丁
目

　

一
、
金
三
分　
　
　
　
　

又
兵
衛

　
　
　
　
　
　

ハ
中　

新
網
町

　

一
、
金
三
分　
　
　
　
　

卯
助

十
月
廿
三
日　

ハ
小　

新
両
替
町

　

一
、
弐
歩　
　
　
　
　
　

嘉
一
郎
」

（
三
丁
目
）

　
　
　
　
　
　

ハ
中　

駿
河
町

　

一
、
金
三
分　
　
　
　
　

冨
右
衛
門

　
　
　
　
　
　

ハ
小　

元
数
奇
屋
町

　

一
、
金
弐
分　
　
　
　
　

卯
兵
衛

　
　
　
　
　
　

ハ
小　

堀
江
三
丁
目

　

一
、
金
弐
分　
　
　
　
　

辰
四
郎

　

十
月
廿
三
日

　
　
　
　
　
　

ハ
小　

高
砂
町

　

一
、
弐
歩　
　
　
　
　
　

新
七

　
　
　
　
　
　

ハ
中　

元
数
奇
屋
町

　

一
、
金
三
分　
　
　
　
　

彦
八

　
　
　
　
　
　

ハ
小　

尾
張
町

　

一
、
金
弐
分　
　
　
　
　

源
兵
衛

　
　
　
　
　
　

ハ
小　

安
針
町

　

一
、
金
弐
分　
　
　
　
　

充
右
衛
門

　
　
　
　
　
　

ハ
小　

本
船
町

　

一
、
金
弐
分　
　
　
　
　

忠
蔵
（
本
条
抹
消
）

　
　
　
　
　
　

ハ
小　

堀
江
四
丁
目

　

一
、
金
弐
分　
　
　
　
　

万
兵
衛

　
　
　
　
　
　

ハ
小　

同
町
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一
、
金
弐
分　
　
　
　
　

卯
之
助

　
　
　
　
　
　

ハ
小　

同
町

　

一
、
金
弐
分　
　
　
　
　

伊
助

　
　
　
　
　
　

ハ
小　

同
弐
丁
目

　

一
、
金
弐
分　
　
　
　
　

米
次
郎

　
　
　
　
　
　

ハ
小　

宝
壱
丁
目

　

一
、
金
弐
歩　
　
　
　
　

源
次
郎

　
　

〆
金
四
拾
五
両
弐
歩
（
弐
歩
以
下
、
抹
消
）」

　
　
　
　
　

（
三
丁
目
裏
～
六
丁
目
表
白
紙
）

【
２
】

（
六
丁
目
裏
）

　
　
　
　
　
　

善
八
店　

　

一
、
金
弐
百
疋　

豊
治
郎

　

一
、
金
百
疋　
　

寅
吉

　

一
、
同　
　
　
　

金
七

　

一
、
同　
　
　
　

七
兵
衛

　

一
、
同　
　
　
　

善
治
郎

　
　
　
　
　
　

書
役

　

一
、
弐
百
疋　
　

定
七

　
　
　
　
　
　

番
人

　

一
、
金
百
疋　
　

金
介

　
　
　
　
　
　

入
舟
町　

家
主

　

一
、
同　
　
　
　

音
吉

　
　
　
　
　
　

家
主

　

一
、
同　
　
　
　

重
五
郎

　
　
　
　
　
　

同
人
店

　

一
、
同　
　
　
　

源
太
郎　
　
　
　
　
　

（
貼
紙
）

　
　
　
　
　
　

家
主　
　
　
　
　
　
　
　
　

「　

惣
兵
衛
店

　

一
、
金
弐
百
疋　

惣
兵
衛　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
ね
屋

　
　
　
　
　
　

同
人
店　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

乙
次
郎

　

一
、
金
百
疋　
　

太
兵
衛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
木
条
（
カ
）

　

一
、
同　
　
　
　

栄
介　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

綱
吉

　

一
、
同　
　
　
　

伊
三
郎
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

き
と
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〆　
　
　
　

」

（
七
丁
目
）

　

一
、
金
弐
百
疋　

熊
蔵

　

一
、
金
百
疋　
　

安
兵
衛

　

一
、
同　
　
　
　

由
十
郎

　

一
、
同　
　
　
　

岩
治
郎

　

一
、
同　
　
　
　

松
五
郎

　

一
、
同　
　
　
　

伊
之
助

　

一
、
同　
　
　
　

か
ね

　

一
、
同　
　
　
　

七
兵
衛

　
　
　
　
　

大
和
屋

　

一
、
金
弐
百
疋　

藤
三
郎

　

一
、
金
百
疋　
　

半
七

　

一
、
同　
　
　
　

源
蔵

　

一
、
同　
　
　
　

伊
之
助

　
　
　
　
　
　

家
主

　

一
、
金
弐
百
疋　

熊
吉

　
　
　
　
　
　

五
間
堀
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一
、
金
百
疋　
　

祐
治
郎

　

一
、
同　
　
　
　

茂
兵
衛　

」

　

一
、
金
百
疋　
　

定
吉

　
　
　
　
　
　

惣
兵
衛
店

　

一
、
同　
　
　
　

留
吉

　
　
　
　
　
　

同

　

一
、
同　
　
　
　

徳
（
カ
）
兵
衛

　
　
　
　
　
　

同

　

一
、
同　
　
　
　

市
平

　
　
　
　
　
　

家
主

　

一
、
同　
　
　
　

源
兵
衛

　
　
　
　
　
　

同
人
店

　

一
、
同　
　
　
　

藤
介

　
　
　
　
　
　

同

　

一
、
同　
　
　
　

常
吉

　
　
　
　
　
　

同

　

一
、
同　
　
　
　

傳
介

　
　
　
　
　
　

同

　

一
、
同　
　
　
　

喜
介

　
　
　
　
　
　

書
役

　

一
、
同　
　
　
　

定
七
（
本
条
抹
消
）

　
　
　
　
　
　

家
主

　

一
、
同　
　
　
　

勘
七

　
　
　
　
　
　

同
人
店

　

一
、
同　
　
　
　

吉
左
衛
門

　
　
　
　
　
　

同

　

一
、
同　
　
　
　

源
治
郎

　

一
、
同　
　
　
　

周
作

　
　
　
　
　
　

家
主

　

一
、
金
弐
百
疋　

専
蔵
」

（
八
丁
目
）

　
　
　
　
　
　

家
主

　

一
、
金
弐
百
疋　

祐
蔵

　
　
　
　
　
　

家
主

　

一
、
金
弐
百
疋　

長
兵
衛　
　
　

（
貼
紙
）

　
　
　
　
　
　

家
主　
　
　
　
　
　

「　

権
六
店

　

一
、
金
弐
百
疋　
　

権
六　
　
　
　
　
　
　

六
兵
衛

　
　
　
　
　
　

同
人
店　
　
　
　
　
　
　
　
　

卯
之
助

　

一
、
金
百
疋　
　
　

金
三
郎　
　
　
　
　
　

甚
太
郎

　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
郎
吉

　

一
、
同　
　
　
　
　

半
治
郎　
　
　
　
　
　

権
次
郎

　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

万
吉

　

一
、
同　
　
　
　
　

仁
三
郎　
　
　
　
　
　

喜
三
郎

　
　
　
　
　
　

家
主　
　
　
　
　
　
　
　
　

〆　
　
　
　

」

　

一
、
同　
　
　
　
　

権
七　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

同

　

一
、
同　
　
　
　
　

金
兵
衛　
　
　
　

　

一
、
金
弐
百
疋　
　

八
郎
右
衛
門　
　
　

　
　
　
　
　
　

家
主

　

一
、
同　
　
　
　
　
　

傳
八　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

兵
蔵
店

　

一
、
金
百
疋　
　
　
　

留
治
郎

　
　
　
　
　
　

家
主
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一
、
同　
　
　
　
　
　

治
兵
衛

　
　
　
　
　
　

同

　

一
、
同　
　
　
　
　
　

喜
兵
衛

　
　
　
　
　
　

治
兵
衛
店

　

一
、
同　
　
　
　
　
　

勝
五
郎

　
　
　
　
　
　

同

　

一
、
同　
　
　
　
　
　

増
五
郎
」

　
　
　
　
　
　

家
主

　

一
、
同　
　
　
　
　
　

源
兵
衛

　
　
　
　
　
　

同

　

一
、
同　
　
　
　
　
　

元
兵
衛

　
　
　
　
　
　

同

　

一
、
同　
　
　
　
　
　

久
蔵

　
　
　
　
　
　

平
三
郎
店

　

一
、
金
弐
百
疋　
　
　
　

源
治
郎

　

一
、
金
百
疋　
　
　
　

忠
兵
衛

　

一
、
同　
　
　
　
　
　

国
蔵

　

一
、
同　
　
　
　
　
　

兼
吉

　
　
　
　
　
　

源
兵
衛
店

　

一
、
同　
　
　
　
　
　

植
木
屋

　
　
　
　

吉
祥
寺
門
前

　
　
　
　
　
　
　
　

家
主

　

一
、
同　
　
　
　
　
　

仁
兵
衛

　
　

弐
百
疋　

十
三

　
　

百
疋　
　

五
十
四

　
　
　
　
　
　

木
場
番
人

　

一
、
金
百
疋　
　
　
　

庄
助

　
　
　
　
　
　

入
船
町
番
人

　

一
、
同　
　
　
　
　

彦
十

　
　
　
　
　
　

木
ば

　

一
、
同　
　
　
　
　

茂
八
」

（
九
丁
目
）

　

〆　

金
弐
拾
四
両
（
四
両
抹
消
）

　
　
　
　
　
　

三
両
弐
分

【
３
】

　
　
　
　
　
　

島
田
町

　

一
、
金
弐
百
疋　
　

卯
右
衛
門

　
　
　
　
　
　

向
川
岸

　

一
、
金
弐
分　
　
　

卯
之
介

　

一
、
金
三
分　
　
　

桶
辰

　

一
、
金
弐
分　
　
　

八
百
平

　

一
、
金
三
分　
　
　

松
本

　

一
、
金
弐
分　
　
　

豆
腐
屋

　

一
、
金
壱
両　
　
　

福
安

　

一
、
金
弐
分　
　
　

栄
秀
一

　

一
、
同　
　
　
　
　

蒔
絵
師　

交
玉　

　
　
　
　
　
　

堀
江
町

　

一
、
金
五
百
疋　
　

長
次
郎

　
　
　
　
　
　

舟
頭

　

一
、
金
百
疋　
　
　

平
次
郎
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同

　

一
、
同　
　
　
　
　

金
次
郎
」

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

入
船
町

　
　
　
　
　
　
　

五
間
堀
店

　

一
、
金
百
疋　
　
　

要
助

　
　
　
　
　
　

内
藤
様

　

一
、
金
百
疋　
　
　

定
代

　

一
、
銭
拾
壱
貫
文　

非
人
施
し

　
　
　
　

代
壱
両
弐
分
ト
拾
匁
（
カ
）

　

一
、
金
弐
百
疋　
　

ぬ
し
瓢
亭

　

一
、
金
弐
百
疋　
　

花
月
堂

　

一
、
金
三
百
疋　
　

駕
籠
屋
佐
七

　

一
、
金
百
疋　
　
　

同
権
頭

　

一
、
金
三
百
疋　
　

舂
屋
金
兵
衛

　

一
、
金
百
疋　
　
　

同
搗
人

　

一
、
金
弐
百
疋　
　

岡
本
屋
弥
吉

　

一
、
金
弐
百
疋　
　

靍
屋
直
吉

　

一
、
金
百
疋　
　
　

魚
屋
藤
吉
」

（
十
丁
目
）

　

一
、
金
五
百
疋　
　

平
野
氏

　
　
　
　
　
　

同
手
代

　

一
、
金
壱
分
仁
朱　

惣
介

　
　
　
　
　

但
材
店
当
名

　
　
　
　
　
　

三
百
疋
一
包
ニ
い
た
す

　
　
　

〆
金
十
五
両
壱
分
ト
弐
匁
五
分

【
４
】

　
　
　
　
　
　
　
　

七
三
郎
店
潰

　

一
、
金
壱
分
宛　
　
　

佐
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鉄
五
郎

　
　
　
　

〆
金
弐
分　
　
　
　

〆
弐
軒

　
　
　
　
　
　
　
　

山
本
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
平
店
類
焼

　

一
、
金
壱
分
宛　
　
　
　
　
　

平
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
五
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

冨
五
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

冨
五
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

安
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

友　

八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

多
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弥
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
次
郎
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
五
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

幸
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

勘
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
郎
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

定
吉
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庄
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

巳
之
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

菊
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〆
廿
二
軒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〆
金
五
両
弐
分

　
　
　
　

同
所
国
太
郎
類
焼

　

一
、
金
壱
分
宛　
　
　
　
　
　

源
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

直
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

利
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

源
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

周
碩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

善
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

勘
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

源
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

與
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
助
」

（
十
一
丁
目
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秀
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

栄
寿
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

り
嘉
（
カ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

辰
蔵

　
　
　
　
　

〆
金
四
両
一
歩　

〆
十
七
軒

　

一
、
壱
両　
　
　
　

外
ニ
周
碩
老
母
伜
此
両
人
横
死

　　
　
　
　
　
　

仲
町
金
之
助
焼

　

一
、
金
壱
分
宛　
　
　
　
　
　

庄
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

半
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

政
五
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

孫
店　
　

弥
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

傳
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

恵
海

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
兵
衛

　
　
　
　
　

〆
金
弐
両
弐
分　

〆
拾
軒

　
　
　
　
　
　

東
仲
町
次
助
店
潰

　

一
、
金
壱
分
宛　
　
　
　
　
　

高
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

勘
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

勝
五
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
五
郎
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

孫
店　

嘉
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

勝
五
郎

　
　
　
　
　

〆
金
壱
両
三
分　

〆
七
軒

　
　
　
　
　
　

門
前
町
久
蔵
店
潰

　

一
、
金
壱
分
宛　
　
　
　
　
　
　

松
蔵
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兼
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

作
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

忠
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

忠
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宇
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

多
吉

　
　
　
　
　

〆
金
弐
両
弐
分　
　

〆
拾
人

　
　
　
　
　
　

常
盤
町
徳
蔵
孫
店
焼

　

一
、
金
壱
分
宛　
　
　
　
　
　
　

伊
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
五
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

利
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

豊
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

久
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

次
郎
兵
衛
」

（
十
二
丁
目
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

由
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
人
妻
・
女
子
（
抹
消
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

縫
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

源
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

安
五
郎

　
　
　
　
　
　
　

〆
金
三
両　
　

〆
十
二
人

　

一
、
金
壱
両
弐
分　
　
　
　
　
　

由
兵
衛　
　

横
死

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

妻
・
女
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〆
三
人

　
　
　
　
　
　
　

同
人
店

　

一
、
金
壱
分　
　
　
　
　
　
　
　

留
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

是
は
地
借
候
得
共
難
渋
者
之
由
家
守
仍
願
遣
す

　
　
　
　
　
　
　

田
原
町
万
次
郎
支
配
怪
我
壱
人

　

一
、
金
壱
分　
　
　
　
　
　
　
　

店
子　

金
兵
衛

　

〆
弐
両

【
５
】

　

一
、
金
壱
両　

鳶　
　
　

吉
五
郎

　

一
、
金
壱
両　

大
工　
　

吉
兵
衛

　

一
、
金
壱
両　

植
木
屋　

安
五
郎

　

一
、
金
三
分　

木
挽　
　

弥
兵
衛

　

一
、
金
三
分　

建
具
屋　

豊
次
郎

　

一
、
金
三
分　

石
屋　
　

勘
兵
衛

　

一
、
金
三
分　

近
江
屋　

藤
兵
衛

　

一
、
金
三
分　

塗
師　
　

時
次
郎

　

一
、
金
三
分　

指
物
師　

庄
次
郎
」

　

一
、
金
壱
両　

左
官　
　

宇
八

　

一
、
金
三
分　

同　
　
　

勘
五
郎
（
金
三
分
抹
消
）

　

一
、
金
弐
分　

渋
屋　
　

佐
兵
衛

　

一
、
金
壱
両　

大
工　
　

源
次
郎
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一
、
金
壱
両　

経
師　
　

安
兵
衛

　

一
、
金
三
分　

畳
屋　
　

半
次
郎

　

一
、
金
壱
両
弐
分　

瓦
師　

金
平

　

一
、
金
壱
両　

屋
根
屋　

三
右
衛
門

　
　

〆
金
十
四
両
壱
分

　

一
、
金
弐
両
弐
分　

大
工　

吉
兵
衛

　

一
、
金
弐
両
弐
分　

同　
　
　

源
次
郎

　

一
、
金
三
両　
　
　

鳶　
　
　

吉
五
郎

　

一
、
金
弐
両
弐
分　

植
木
屋　

安
五
郎

　

一
、
金
壱
両
弐
分　

左
官　
　

宇
八

　
　

〆
金
拾
弐
両

　
　

是
は
間
際
ゟ
引
続
骨
折
并
後
精
々
気
を
付
候
様
申
付
候
心
付

【
６
】

　
　

出
入
之
者　

」

（
十
三
丁
目
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

京
屋

　

一
、
金
壱
分　
　
　
　
　
　

万
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

時
計
師

　

一
、
金
弐
分　
　
　
　
　
　

勘
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

増
見
屋

　

一
、
金
弐
分　
　
　
　
　
　

仁
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
川
屋

　

一
、
金
弐
分　
　
　
　
　
　

喜
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
麗
屋

　

一
、
金
弐
分　
　
　
　
　
　

う
た　
　

無
心
ニ
付
綿
入
一
・
女
帯
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

う
き
屋

　

一
、
金
弐
分　
　
　
　
　
　

嘉
兵
衛　

同
断

　

一
、
金
弐
分　
　
　
　
　
　

小
く
ら
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

若
松
屋

　

一
、
金
弐
分　
　
　
　
　
　

仁
左
衛
門　

外
ニ
玄
米
一
俵
添

　

一
、
金
弐
分　
　
　
　
　
　

鍵
松

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
角

　

一
、
金
弐
分　
　
　
　
　
　

か
よ

　

一
、
金
弐
分　
　
　
　
　
　

玄
益

　

一
、
金
弐
分　
　
　
　
　
　

三
春
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
幡

　

一
、
金
壱
分　
　
　
　
　
　

額
堂

　

一
、
金
弐
分　
　
　
　
　
　

釜
鉄

　

一
、
金
壱
分　
　
　
　
　
　

了
我

　

一
、
金
壱
分　
　
　
　
　
　

り
う

　

一
、
金
壱
分　
　
　
　
　
　

さ
を
（
本
条
抹
消
）

　

一
、
金
壱
分　
　
　
　
　
　

ま
す
」

　

一
、
金
壱
分　
　
　
　
　
　

徳
助

　

一
、
金
三
分　
　
　
　
　
　

鉄
壁

　

一
、
金
壱
分　
　
　
　
　
　

靏
の
ま
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

築
地

　

一
、
金
壱
分　
　
　
　
　
　

み
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
間
物
屋

　

一
、
金
弐
朱　
　
　
　
　
　

長
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

肴
売

　

一
、
金
弐
朱　
　
　
　
　
　

茂
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仕
立
屋
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一
、
金
壱
分　
　
　
　
　
　

紋
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

髪
結

　

一
、
金
壱
分　
　
　
　
　
　

又
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
川　

　

一
、
金
弐
分　
　
　
　
　
　

安
五
郎

　

一
、
金
壱
分　
　
　
　
　
　

あ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
徳

　

一
、
金
壱
分　
　
　
　
　
　

と
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
丁
目
送
り

　

一
、
金
壱
分　
　
　
　
　
　

新
吉

　

一
、
金
壱
分　
　
　
　
　
　

ゆ
き
宿
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

柳
屋

　

一
、
金
弐
分　
　
　
　
　
　

助
七

　
　

〆

　
　
　

〆
金
拾
壱
両
壱
分

　

一
、
金
弐
両
弐
分　

春
日
氏

　

一
、
金
壱
両
壱
分　

坪
井
氏

　
　

〆
金
三
両
三
分
」

（
十
四
丁
目
）

　

一
、
金
弐
分
宛　
　

豊
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

源
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

卯
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
和
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　

按
熊

　
　
　
　
　
　
　
　

家
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　

入
舟
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
吉

　
　
　
　
　
　
　
　

〆
金
三
両
弐
分

　
　
　
　
　

吉
祥
寺
門
前

　

一
、
金
壱
分　
　
　

仁
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　

大
工

　

一
、
金
壱
分
宛　
　

源
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　

利
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　

植
安

　
　
　
　
　
　
　
　
　

豊
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　

鳶

　
　
　
　
　
　
　
　
　

源
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　

大
工

　
　
　
　
　
　
　
　
　

安
五
郎

　
　
　
　
　
　
　
　

〆
金
壱
両
弐
分

　

一
、
金
壱
分
宛　
　

源
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　

利
八

　
　
　
　
　
　
　
　

〆
三
分
」

　

一
、
金
壱
両
壱
分　
　
　

た
み
宿
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一
、
金
弐
分
宛　
　
　
　
　
　
　

さ
わ
宿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

さ
く
宿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

せ
き
宿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
な
宿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
み
宿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

き
よ
宿

　
　
　
　
　
　
　
　

類
（
朱
字
）焼
ニ
付　
　

万
次
郎
宿

　
　
　
　
　
　
　
　

潰
（
朱
字
）れ　

　
　
　

定
吉
宿
・
文
助
宿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〆
金
四
両
弐
分

　

一
、
金
壱
分
宛　
　
　
　
　
　
　

茂
八
宿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

数
助
宿

　

一
、
同　

此
（
朱
字
）分
一
ツ
宿
ニ
付　
　

傳
平
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
屋
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

安
次
郎
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

喜
介
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伴
蔵
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

栄
蔵
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

為
蔵
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

亀
吉
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

由
蔵
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
蔵
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
く
」

（
十
五
丁
目
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

む
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

や
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ぬ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〆
金
五
両
弐
分

【
７
】

　
　
　
　
　

平
野
甚
四
郎

　
　
　
　
　

津
田
傳
左
衛
門

　
　
　
　
　

平
野
伊
右
衛
門

　
　
　
　
　

鹿
塩
久
右
衛
門

　
　
　
　
　
　

右
四
人
支
配
内
へ
遣
ス
分

　

一
、
金
壱
分
宛　

即
死
人　

二
百
二
十
一
人
へ
遣
ス

　

一
、
金
弐
朱
宛　

怪
我
人　

百
三
拾
七
人
へ
遣
ス
、
此
内
十
二
人
月
行
事
世
話
料

　

一
、
金
壱
分
弐
朱　

松
蔵
宿
ヨ
リ
人
足
三
人
、
働
ニ
参
り
候
心
付

　

一
、
金
弐
分　
　
　

御
褒
美
ニ
付
名
主
へ
挨
拶

　

一
、
金
壱
分　
　
　

右
同
断
、
手
代
へ
挨
拶

　
　

〆
金
七
拾
三
両
弐
分
」
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〆
四
拾
五
両　

抱
地
所
家
守
手
当
之
分

　
　

〆
百
九
拾
三
両
三
分
ト
弐
匁
五
分

　　

二
口
〆
弐
百
三
拾
八
両
三
分
ト
弐
匁
五
分

（
十
六
丁
目
～
十
八
丁
目
ま
で
白
紙
）

（
裏
表
紙
）

　
「

　
　
　
　

地
震

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」


